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平成２４年２月２３日付事務連絡からの主な変更点 

 

平成２４年２月２３日付事務連絡からの主な変更点は以下のとおり。（資料では赤字にて表

記している。）また、全資料から「（案）」を削除した。 

 

Ⅰ 介護報酬改定関係資料 

【資料１ 介護報酬の算定構造】 

○ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）、（Ⅲ）の単位数算出方法の記載を変更 

○ 介護サービス「３訪問看護費 ハ定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する

場合」について、「事業所と同一建物に居住する利用者３０人以上にサービスを行う

場合」を減算の対象外に変更（介護２頁） 

○ 介護サービス「９短期入所療養介護 イ介護老人保健施設における短期入所療養介護

費」の“重度療養管理管理”を“重度療養管理加算”に修正（介護８頁） 

○ 介護サービス「２介護保健施設サービス」の「ニ入所前後訪問指導加算」の算定単位

を“１日につき”から“１回につき”に修正（介護１７頁） 

○ 介護サービス「３介護療養施設サービス」の「ハ老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院における介護療養施設サービス」の「（５）退院時指導等加算」の項番を以下の

とおり修正（介護２１頁） 

・ｂ退院時指導加算   → ｃ退院時指導加算 

・ｃ退院時情報提供加算 → ｄ退院時情報提供加算 

・ｄ退院前連携加算   → ｅ退院前連携加算 

○ 地域密着型サービス「５認知症対応型共同生活介護」の「ヘ認知症専門ケア加算」に

"（イを算定する場合のみ算定）"を追記（地域４頁） 

○ 地域密着型サービス「７地域密着型介護福祉施設サービス」のニ（２）「（一）ユニッ

ト旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）」を「（一）ユニット

型旧措置入所者経過的地域密着型介護福祉施設サービス費（Ⅰ）」に修正（地域６

頁） 

○ 地域密着型サービス「３介護予防認知症対応型共同生活介護」の「ホ認知症専門ケア

加算」に“（イを算定する場合のみ算定）”を追記（地域１０頁） 

 

【資料３ 介護給付費単位数等サービスコード表】 

○ 現行のサービスコードの件数を修正 

○ 廃止サービスコード削除、追加・変更サービスコードの網掛け削除 

○ 通院等乗降介助の算定項目修正（介護１４頁） 

○ ページ番号重複修正（介護１９１頁） 

○ サービス略称がはみ出ている箇所を修正（介護２１６頁、介護２９３頁） 
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【資料５ 介護給付費請求書・明細書様式】 

○ 「様式第九」の「緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費」欄の名称を「所定疾患施

設療養費等」欄に変更（５頁） 

 

【資料６ 介護給付費請求書・明細書記載例】 

○ 「緊急時施設療養費・所定疾患施設療養費」欄の名称を「所定疾患施設療養費等」欄

に変更、摘要欄の記載内容を変更（５、１１頁） 

○ 自動排泄処理装置貸与の回数を“１”から“３０”に修正（６頁） 

○ 「＜参考２＞複合型サービスの給付管理票作成者について」の項番２の「※２」を削

除（１３頁） 

 

【資料７ 介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表】 

○ １１訪問介護 

     変更前：サービス提供責任者体制     １減算なし ２減算あり 

     変更後：サービス提供責任者体制の減算 １なし   ２あり 

 ○ １３訪問看護 

   ・サービス提供体制強化加算 

 変更前：１なし ２加算Ⅰ     ３加算Ⅱ 

     変更後：１なし ２イ及びロの場合 ３ハの場合 

○ １５通所介護 

・個別機能訓練体制 

変更前：１なし ２加算Ⅰ ３加算Ⅱ 

     変更後：１なし ３加算Ⅰ ４加算Ⅱ 

 ○ ２３短期入所療養介護 

      変更前：環境基準    変更後：設備基準 

 ○ ５３介護療養型医療施設 

   ・療養環境基準 

変更前：６減算型   変更後：２減算型 

 ○ ２６介護予防短期入所療養介護 

   ・施設等の区分 

変更前：７ユニット型診療所療養型   変更後：７ユニット型診療所型 

    ・夜間勤務条件基準 

     変更前：７加算Ⅲ    変更後：７加算型Ⅲ 

    ・リハビリテーション提供体制 

    変更前：１理学療法Ⅰ 変更後：２理学療法Ⅰ 



 - 3 -

  

○ ５４地域密着型介護老人福祉施設 

・施設等の区分 

    変更前：２サテライト介護福祉施設  変更後：２サテライト型介護福祉施設  

   ・若年性認知症入所者受入加算 

    変更前：若年性認知症利用者受入加算  変更後：若年性認知症入所者受入加算 

 

【資料９ 留意事項について】 

○ 「報酬算定に係る届出の期限」の表を変更（１～２頁） 

○ 介護職員処遇改善の経過措置対応についての経過措置の期限を記載（３頁） 

○ 「別紙１既存のサービス事業所の届出留意事項」の項番６を修正（５頁）、項番２３

を削除（７頁）、項番２８を追加（８頁） 

○ 「別紙２地域区分について」の「都道府県別地域区分適用地域一覧表」の“あきるの

市”を“あきる野市”に修正、“北九州市”が２行あったため、１行削除（１２、１

６頁） 

○ 「別紙３介護職員処遇改善の経過措置対応について」の経過措置の期限を記載（１７

頁） 

○ 「別紙４日割り請求にかかる適用について」の表を差替え（１８頁） 

 

Ⅲ インタフェース関係資料 

【資料１ 国保連合会とのインタフェースの変更点について】 

○ 「施設介護給付費償還明細書情報（介護老人保健施設）」等について「緊急時施設療

養費・所定疾患施設療養費情報レコード」を「所定疾患施設療養費等情報レコード」

に変更（３、４頁）  

 

【資料２ 共通インタフェースのインタフェース変更案】 

○ 「フロッピーディスク」を「フレキシブルディスク」に変更（１～４頁） 

 

【資料３ 都道府県インタフェースのインタフェース変更案】 

○ 「（１）事業所異動連絡票情報（サービス情報）」の項番１１５「個別機能訓練体制の

有無」のコード値を変更（３、５頁） 

○ 「別紙 サービス種類コードと体制等状況の関係」の「１５：通所介護」における項

番１１５「個別機能訓練体制」のコード値変更箇所を赤丸で表示（１３頁） 

「３８：認知症対応型共同生活介護（短期利用型）」及び「３９：介護予防認知症対

応型共同生活介護（短期利用型）」における項番１３４「認知症専門ケア加算」の丸

を削除（１４頁） 
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【資料４ 保険者インタフェースのインタフェース変更案】 

○ 「（１）受給者異動連絡票情報」の※３２の記載を変更（６頁） 

○ 「（８）市町村固有異動連絡票情報」の項番１１４～項番１２３の項目を削除、その

後の項番を変更（９～１３頁） 

○ 「（２７）～（３０）償還払給付額管理処理情報」の「緊急時施設療養費・所定疾患

施設療養費情報レコード」の名称を「所定疾患施設療養費等情報レコード」に変更

（４５頁） 

○ 「（２７）～（３０）償還払給付額管理処理情報」の「福祉用具購入情報レコード」

の名称を「福祉用具販売費情報レコード」に変更（４５頁） 

○ 「福祉用具種目コード」に「０６:自動排泄処理装置の交換可能部品」を追加（４６、

５９頁） 

○ 「福祉用具貸与種目コード」に「13:自動排泄処理装置」を追加（５０頁） 

○ 「（３１）～（３３）給付実績交換情報」の「緊急時施設療養費・所定疾患施設療養

費情報レコード」の名称を「所定疾患施設療養費等情報レコード」に変更（５３、５

８、６３、７３頁） 

○ 「※名称は仮置きのものです。」の文言を削除（５８、６４、６５頁） 

○ 「（３１）～（３３）給付実績交換情報」の「レコード構成図」に「様式第四・四の

二」を追加（６０頁） 

○ 帳票レイアウト「市町村固有異動連絡票情報」から以下のサービス種類の欄を削除

（８２頁） 

・ 定期巡回随時 

・ 複合型 

 

【資料５ サービス事業所インタフェースの変更】 

○ 「※名称は仮置きのものです。」の文言を削除（６、７、１２、頁） 

○ 「（２）～（６）介護給付費請求明細書情報」の「緊急時施設療養費・所定疾患施設

療養費情報レコード」の名称を「所定疾患施設療養費等情報レコード」に変更（７、

１１、１５、２４頁） 

○ 「（２）～（６）介護給付費請求明細書情報」の「レコード構成図」に「様式第四・

四の二」を追加（８頁） 

○ 「福祉用具貸与種目コード」に「１３:自動排泄処理装置」を追加（１４頁） 

○  

【資料６ 居宅介護支援事業所インタフェースの変更】 

○ 「※名称は仮置きのものです。」の文言を削除（２頁） 

 


